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（
総
務
委
員
会
）

特
別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
地
方
税
の
税
源
の
偏
在
性
の
是
正
に
資
す
る
た
め
の
特
別
法
人
事
業
税
を
創
設
し
、
そ
の
収
入
額
に
相
当
す

る
額
を
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
と
し
て
都
道
府
県
に
対
し
て
譲
与
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

一
、
特
別
法
人
事
業
税
の
創
設

１

特
別
法
人
事
業
税
は
、
法
人
の
事
業
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
国
税
と
し
、
法
人
の
事
業
税
額
を
課
税
標
準

と
す
る
。

２

税
率
は
、
資
本
金
一
億
円
以
下
の
普
通
法
人
等
に
つ
い
て
三
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
等
と
す
る
。

３

申
告
及
び
納
付
、
賦
課
徴
収
等
に
つ
い
て
は
、
法
人
の
事
業
税
と
併
せ
て
行
う
。

二
、
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
の
創
設

特
別
法
人
事
業
譲
与
税
は
、
特
別
法
人
事
業
税
の
収
入
額
を
、
使
途
を
限
定
し
な
い
一
般
財
源
と
し
て
人
口
の
基
準
等
に

よ
り
都
道
府
県
に
対
し
て
譲
与
す
る
。
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三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


